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１ 検証に至った経緯について 

  平成２８年９月１４日開催の各派代表者会議のなかで、議会基本条例の検証

を行う組織について話し合いが行われ、議会改革に関する調査を付託されてい

る合併及び地域政策調査特別委員会が検証を行うものとした。 

 

２ 検証体制について 

合併及び地域政策調査特別委員会 １１名 

  委員長 周 東 照 二  議 員    副委員長 周 藤 雅 彦  議 員 

委  員 田 島 忠 一  議 員    委  員 関 口 直 久  議 員 

委 員  人 見 武 男   議 員    委  員 新 井 達 夫  議 員 

  委  員 久保田 裕一   議 員    委  員 佐 藤 光 好  議 員 

  委  員 佐 藤 幸 雄  議 員    委  員 小 滝 芳 江  議 員 

  委  員 飯 島 英 規  議 員 

 

３ 検証の取組状況について 

会議

回数 
開催年月日 検証内容 

１ Ｈ２８．１０．２４ 検証を進めるにあたり、指針となる実施要領の

作成について協議する。 

２ Ｈ２８．１１．１８ 議会基本条例達成状況検証実施要領が完成す

る。 

３ Ｈ２８．１２．９ 基本条例全条文について検証を行う（1回目）。

なお、現状に沿わない条文があり、条文改正に向

けて協議を行う。 

４ Ｈ２９．２．８ 基本条例第 26条第 2項及び第 28条第 2項につ

いて条文改正が必要であるため、条例改正案につ

いて協議を行う。また、関連する桐生市議会政務

活動費の交付に関する条例についても条文改正

の必要があり、併せて協議を行う。 

５ Ｈ２９．２．２４ 「桐生市議会基本条例の一部を改正する条例案」

及び「桐生市議会政務活動費の交付に関する条例

の一部を改正する条例案」が完成し、平成 29 年

第１回定例会に委員会提出議案として提出する

こととした。 
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基本条例全条文について検証を行う（2回目）。 

６ Ｈ２９．４．６  検証報告書（案）について協議し、完成に至る。 

 

 

 

４ 検証方法について 

議会基本条例の検証に伴い「議会基本条例達成状況検証実施要領」を作成し、

達成状況および管理について、段階を定めて検証を行うこととした。 

 （Ｐ15.「議会基本条例達成状況検証実施要領」を参照） 

  

 ・評価の段階、評価の管理について 

 

【議会基本条例達成状況検証実施要領 抜粋】 

 

第3条 議会基本条例の検証は、次に掲げる事項のとおり実施するものとす 

る。 

(1) 検証は、原則として、各条項号ごとに行うものとする。 

 (2) 検証は、次の3段階の評価とし、評価に際しては、検証の内容及び理由

等を記載するものとする。 

 Ａ：達 成  … 当該条項は概ね(8割程度)その目的を達成した。 

Ｂ：一部達成 … 当該条項は一部(5割程度)その目的を達成した。 

Ｃ：未達成  … 当該条項は、目的を達成できなかった。(3割以下) 

―：対象外  … 当該条項は、検証の対象外とする。 

 (3) 評価の管理は、次のとおり行うものとする。 

   １：条文に従い、これまでどおり取り組んでいく。 

   ２：達成に向けて今後の取組を検討する。 

   ３：条文の改正を検討する。 

   ４：その他 
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５ 検証結果について 

 

○桐生市議会基本条例  

 

前文 

 

地方分権時代において、地方公共団体の自己決定、自己責任の範囲が拡大さ

れるなかで、地方自治の進展を図るためには、市民と自治体との信頼関係、協

働の精神が不可欠となっています。 

 そして、二元代表制の下で、ともに市民の負託を受けた市長と議会が、緊張

関係を保ちながら、それぞれの職責を担い、市民の代表として市民の意思を把

握して行政に反映し、市民福祉の増進と市政の発展に努めることが求められて

います。 

 とりわけ、議会において、時代に合った市民が求める議会のあり方を目指す

とき、「市民に開かれた議会」と「議会への市民参加」を促進するとともに、

議会としての政策立案能力を高めていくことが重要な課題となっています。 

 そのために議会は、正確な情報を市民と共有するための積極的な情報公開を

行うとともに、多様化する市民ニーズを的確に把握し、政策提言を行うための

仕組みづくりを実現する必要があります。また、議員は、議会改革を推進する

とともに、自らの役割と責任を明確にすることが求められています。 

 このような認識の下、桐生市議会は先人が築いた歴史と伝統を受け継ぎ、不

断の改革に努め、市民の代表として創意工夫を重ね、行動する議会として市民

とともに「桐生らしい地域の主体性」を高めることを決意し、全力をもって、

市民の負託に応えるため、ここにこの条例を制定します。 

 

 

取組状況・課題 
条例の根幹であり、文言や内容に問題はないため、

対象外とする。 

段階 管理 

－ １ 
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第 1章 総則  

 

(目的) 

第1条 この条例は、議会の基本理念に基づき、議会及び議員の活動原則、市民と

議会の関係、市長と議会の関係等の議会に関する基本的な事項を定め、二

元代表制の下、議会の果たすべき役割と責任を明確にすることで、桐生ら

しい地方自治を実現することを目的とします。 

 

取組状況・課題 
条例の根幹であり、文言や内容に問題はないため、

対象外とする。 

段階 管理 

－ １ 

 

 

(基本理念) 

第 2条 議会は、市民の幸せを実現するための議決機関として、更なる市政の発

展を目指すものとします。  

 

取組状況・課題 
条例の根幹であり、文言や内容に問題はないため、

対象外とする。 

段階 管理 

－ １ 

 

 

 

第 2章 議会の活動原則  

 

(情報公開の徹底) 

第 3条 議会は、正確な情報を市民と共有し、開かれた議会を実現するため、議

会活動に関する情報公開を徹底します。  

 

取組状況・課題 

開かれた議会を目指し、インターネット中継や SNS

等による情報発信を進めている。また、情報公開につ

いては、政務活動費の収支報告書や委員会の行政視察

報告など順次進めているが、今後もできること、やる

べきことはあると考えており、さらに努力する必要が

ある。 

段階 管理 

Ｂ ２ 
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(市民参加の促進) 

第 4条 議会は、市民と協働によるまちづくりを進めるため、市民の声を反映す

る仕組みづくりに努めます。  

 

取組状況・課題 

議会報告会・意見交換会や区長連絡協議会とのまち

づくり討論会等を開催するなど、仕組みづくりに努め

ている。 

段階 管理 

Ｂ ２ 

 

 

(市長等との関係) 

第 5条 議会は、市長及び執行機関の職員(以下「市長等」という。)と常に緊張

ある関係を保持し、事務の執行の監視と評価を行うとともに、政策立案や政策

提言を通じて市政の発展に取り組みます。  

 

取組状況・課題 

委員会にて政策立案や提言を行っている。今後も市

長等との関係において、事務の執行の監視と評価を適

切に行っていく。 

段階 管理 

Ｂ 1 

 

 

(議会改革と議会機能の強化・充実) 

第 6条 議会は、時代に即応した議会改革を進め、議会機能の強化・充実を図り

ます。  

 

取組状況・課題 

早稲田大学マニフェスト研究所の議会改革度ランキ

ングにおいて、群馬県内では改革度第一位の評価を受

けるなど、議会機能の強化・充実は進んでいる。今後

も時代に即応した改革をさらに進めていく。 

段階 管理 

Ｂ １ 

 

 

2 議会は、社会環境、経済情勢等の変化により生じる市政の課題や市民要望に適

切かつ迅速に対応するため、継続的な議会改革に取り組みます。  

 

取組状況・課題 
様々な課題や市民要望に対応するため、現在、議会

改革の組織を設置し、積極的に取り組んでいる。 

段階 管理 

Ｂ １ 
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(災害対応) 

第 6条の 2 議会は、災害時において、市民の生命、財産及び生活を守り、議会機

能を維持するとともに、市長等を支援するため、次のとおり対応します。  

 

取組状況・課題 
文言や内容に問題はないため、評価対象外とする。 段階 管理 

－ １ 

 

 

(1) 議会は、必要に応じて、災害時の対応をする組織を設置します。  

 

取組状況・課題 

平成 28 年 10 月 1 日に「桐生市議会災害対応指針」

を策定し、そのなかで災害時における支援本部の設置

を定めている。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

(2) 議会は、議会及び議員の対応及び行動基準を定めます。  

 

取組状況・課題 

平成 28 年 10 月 1 日に「桐生市議会災害対応指針」

を策定し、そのなかで災害時の議会及び議員の対応及

び行動基準を定めている。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

 

第 3章 議員の活動原則  

 

(議員の役割と責任の明確化) 

第 7条 議員は、市民の負託に応え、信頼される議員を目指すため、自らの役割

と責任を明確にします。  

 

取組状況・課題 

議員ひとりひとりが信頼される議員を目指し、自ら

の役割や責任を明確にするよう努力している。今後、

さらに信頼される議員を目指し努力を重ねていく。 

段階 管理 

Ｂ １ 
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(政治倫理条例の遵守) 

第 8条 議員は、市民全体の代表者として、誠実かつ公正に職務を遂行し、人格

と倫理の向上に努めるとともに、民主的な市政発展に寄与するため、桐生市議

会議員政治倫理条例(平成 22年桐生市条例第 32号)を遵守します。  

 

取組状況・課題 

政治倫理条例は議員全員が遵守しており、これから

も条文を遵守し、議員としての職務の遂行や人格の向

上に努力する。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

(市民意見の尊重と市民福祉の向上) 

第 9条 議員は、市民の多様な意見を的確に把握し、政策提言等を行うことによ

り、市民福祉の向上を目指して活動します。  

 

取組状況・課題 

議員ひとりひとりが条文どおりに取り組んでおり、

さらに市民福祉の向上を目指して議員として努力を重

ね、活動を行っていく必要がある。 

段階 管理 

Ｂ １ 

 

 

 

第 4章 市民に開かれた議会  

 

(インターネット等の活用) 

第 10条 議会は、インターネット等の多様な情報媒体を有効に活用し、情報の発

信に努めるとともに、それらの有効な活用に関して、継続的な調査・研究を実

施します。  

 

取組状況・課題 

議会のインターネット中継のほか、ツイッター、フ

ェイスブック及びライン等のＳＮＳによる情報発信を

既に行っているが、さらに調査・研究を進める必要が

ある。また、タブレット活用等の調査・研究も進めて

いる。 

段階 管理 

Ｂ ２ 
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(議会報告会の実施) 

第 11 条 議会は、原則として定例会ごとに議員による議会報告会を開催します。

  

取組状況・課題 
条文のとおり、原則として定例会ごとに開催してい

る。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

 (議会広報及びホームページの充実) 

第 12条 議会は、議会広報の内容及び紙面の構成を含めて、見やすく、市民に愛

される議会広報づくりを目指します。  

 

取組状況・課題 
現在、内容や構成等の改善を進めている。今後もさ

らに市民に愛される広報を目指して努力していく。 

段階 管理 

Ｂ １ 

 

 

2 議会は、ホームページを活用し、情報公開に取り組みます。  

 

取組状況・課題 

条文どおりホームページを活用はしており、今後も

さらにホームページを活用した情報公開に取り組んで

いく。 

段階 管理 

Ｂ １ 

 

 

(議長記者会見の実施) 

第 13条 議会は、必要に応じて議長の記者会見を実施します。  

 

取組状況・課題 
条文どおり、必要に応じて実施している。 

 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

 (議会への市民傍聴の促進) 

第 14条 議会は、多くの市民傍聴を促進するための研究を進めます。  

 

取組状況・課題 

議会改革推進協議会の中で研究を進めているが、多

くの市民傍聴の促進に向け、直接足を運んでもらえる

よう工夫し、努力する必要がある。 

段階 管理 

Ｂ ２ 
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(採決の明確化) 

第 15条 議会は、採決の明確化を図るため、原則として各議員の採決に関する表

決を公開します。  

 

取組状況・課題 
ホームページや市議会だよりにて、すでに公開して

いる。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

2 議会は、電子採決導入について、調査・研究します。  

 

取組状況・課題 

各委員会の行政視察や議会改革推進協議会等を通し

て、調査・研究を行っているが、導入について、今後

もさらに調査・研究が必要である。 

段階 管理 

Ｂ ２ 

 

 

 

第 5章 議会への市民参加  

 

(積極的な市民意見の聴取) 

第 16条 議会は、意見提出手続(パブリック・コメントをいう。)を有効に活用す

るとともに、市民の意見や政策提言を投書や電子メールで募集するなど、市民

の意見の聴取を積極的に行います。  

 

取組状況・課題 

平成 28年度中は総務委員会及び教育民生委員会にて

パブリックコメントを実施した。より多くの市民意見

の聴取ができるよう、方法を話し合う必要がある。 

段階 管理 

Ｂ ２ 
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(積極的な市民協議の場の開設) 

第 17条 議会は、定例会ごとに議員による意見交換会、まちづくり討論会等を実

施するなど、市民との話合いの場を積極的に設けます。  

 

取組状況・課題 

意見交換会については原則として定例会ごとに開催

しているが、まちづくり討論会については、区長連絡

協議会と１度開催したのみであり、今後の取組方法を

検討する必要がある。 

段階 管理 

Ｂ ２ 

 

 

(請願趣旨の聴取) 

第 18条 議会は、紹介議員から請願趣旨の聴取を行います。  

 

取組状況・課題 
条文のとおり、請願趣旨の聴取を行っている。 段階 管理 

Ａ １ 

 

 

2 議会は、委員会が必要とするときには、請願提出者に趣旨の説明をしてもらう

機会を設けます。  

 

取組状況・課題 
条文のとおり、委員会が必要と認めた場合は趣旨説

明の機会を設けている。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

 

第 6章 市長と議会の関係  

 

(政策提案の説明) 

第 19条 議会は、市長が議会に提案する政策について、その政策の水準を高める

ため、市長に対して次に掲げる事項について審議に必要な説明を求めるものと

します。  

 

取組状況・課題 
文言や内容に問題はないため、評価の段階は対象外

とする。 

段階 管理 

－ １ 
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(1) 政策の根拠及び提案に至るまでの経緯  

 

取組状況・課題 
当局からの説明はすでに行われており、今後も継続

するよう求めていく。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

(2) 総合計画及び実施計画における位置付け  

 

取組状況・課題 
全てではないが、予算審議等において明らかにして

おり、今後も位置付けを明らかにするよう求めていく。 

段階 管理 

Ｂ １ 

 

 

2 議会は、予算及び決算の議案を議会で審議するに当たっては、前項の規定に準

じて、政策別又は事業別の分かりやすい説明を求めるものとします。  

 

取組状況・課題 
当局からの説明はすでに行われており、今後も継続

するよう求めていく。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

(一般質問) 

第 20 条 議会は、本会議における一般質問を、論点及び争点を明確にするため、

一問一答方式により行います。  

 

取組状況・課題 
すでに議員全員が一問一答方式で行っている。 段階 管理 

Ａ １ 

 

 

(反問権) 

第 21条 本会議及び委員会において議員の質問に対し答弁をする者は、論点を明

確にし、議論を深める目的で、議長又は委員長の許可を得て反問することがで

きます。  

 

取組状況・課題 
すでに当局に対し門戸を開いており、平成 28 年第 2

回定例会において行使された実例もある。 

段階 管理 

Ａ １ 
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第 7章 議会の活性化  

 

(監視・評価機能の充実) 

第 22条 議会は、市民の立場に立ち、市長その他の執行機関と対等な関係を保持

し、監視及び評価機能を充実します。  

 

取組状況・課題 
一般質問や議案質疑等を通じて行っており、機能の

充実に努めている。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

(政策評価の研究) 

第 23条 議会は、議会による事業仕分けその他の政策評価を研究します。  

 

取組状況・課題 
議会としての取組はまだ行っておらず、政策評価を

どうするか検討する必要がある。 

段階 管理 

Ｃ ２ 

 

 

(議決事件の追加) 

第 24条 議会は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 96条第 2項の規定によ

る議会の議決すべき事件について、追加の検討をするものとします。  

 

取組状況・課題 

該当する事例がなかったため、地方自治法に基づい

た検討は行っていないが、条文のとおり、検討する機

会を持つ必要がある。 

段階 管理 

Ｃ ２ 

 

 

2 前項の規定に基づく議決すべき事件については、別に条例で定めます。  

 

取組状況・課題 

該当する事例がなかったため、地方自治法に基づい

た検討は行っていないが、条文のとおり、検討する機

会を持つ必要がある。 

段階 管理 

Ｃ ２ 

 

 

 

 

 



13 

 

(政策立案機能の充実) 

第 25条 議会は、市民福祉の向上のため、政策立案機能を充実します。  

 

取組状況・課題 
常任委員会や特別委員会の活動を通じて充実を図っ

ている。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

2 議会は、自主的な研修会の開催及び各種研修会への参加を積極的に行います。

  

取組状況・課題 
議会全体や委員会、会派における各種研修会等の開

催、参加は積極的に行っている。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

3 議会は、委員会視察の成果を市長に提言します。  

 

取組状況・課題 
委員会の行政視察報告書等を通して行っており、今

後も継続して提言していく。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

(委員会の充実) 

第 26条 議会は、委員会の充実を図るため、次に掲げる事項を実施します。  

 

取組状況・課題 
文言や内容に問題はないため、評価の段階は対象外

とする。 

段階 管理 

－ １ 

 

 

(1) 議会は、委員会の所管事務調査を積極的に実施します。  

 

取組状況・課題 
積極的に所管事務調査を実施し、委員会提出議案や

政策提言等を提出している。 

段階 管理 

Ａ １ 
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(2) 議会は、委員間討議を常任委員会での集中審議の中で行います。  

 

取組状況・課題 

委員間討議はすべての機会に行われている。ただし、

条文中の「集中審議」について、「集中」という文言を

使用する必要はないため、条文の改正を検討する必要

がある。 

段階 管理 

Ａ ３ 

 

 

(3) 議会は、地域住民に関わりが深く、かつ、関心の高い事案については、必要

に応じて当該地域において委員会の会議を開催します。  

 

取組状況・課題 
条文に該当する事案がないため未実施であるが、今

後に向けて検討する必要がある。 

段階 管理 

Ｃ ２ 

 

 

 (会派制) 

第 27条 議員は、議会活動の円滑化及び効率化を図るため、理念及び政策を共有

する者で構成される会派を結成することができます。  

 

取組状況・課題 
条文のとおり、会派を結成している。 段階 管理 

Ａ １ 

 

 

2 会派は、政策決定、政策提言、政策立案等に際して、会派間での調整を行い、

合意形成に努めます。  

 

取組状況・課題 
条文のとおり、合意形成に努めている。 段階 管理 

Ａ １ 

 

 

3 会派は、2名以上の議員をもって構成します。  

 

取組状況・課題 
条文のとおり、構成している。 段階 管理 

Ａ １ 

 

 

 



15 

 

4 議長は、必要があると認めるときには、会派の代表者の会議を開催します。  

 

取組状況・課題 
条文のとおり、会議を開催している。 段階 管理 

Ａ １ 

 

 

5 議会は、会派の代表者の会議に関し、必要な事項は別に定めます。  

 

取組状況・課題 
条文のとおり、桐生市議会各派代表者会議設置規約

を定めて運用している。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

 

第 8章 政務活動費  

 

(政務活動費の執行等) 

第 28条 会派又は議員は、政策立案機能及び監視機能の向上等を図るため、桐生

市議会政務活動費の交付に関する条例(平成 13年桐生市条例第 1号)に基づく政

務活動費を活用し、調査研究を行います。  

 

取組状況・課題 
条文のとおり、調査研究を行っている。 段階 管理 

Ａ １ 

 

 

2 前項における収支報告書の公開については、桐生市情報公開条例(平成 10(27)

年桐生市条例第 29号)に基づき、公開します。  

 

取組状況・課題 

ホームページにて収支報告書を公開している。しか

し、情報公開条例に基づいて公開したものではなく、

現状の収支報告書の公開に沿って、条文の改正を行う

必要がある。 

段階 管理 

Ａ ３ 
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第 9章 議会事務局の体制  

 

(議会事務局体制の強化) 

第 29条 議会は、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機

能及び組織体制の強化を図ります。  

 

取組状況・課題 
条文のとおり、調査機能や体制強化は図られている。 段階 管理 

Ａ １ 

 

 

2 議会は、議会事務局の法務機能の強化を図ります。  

 

取組状況・課題 
事務局に政策法務推進担当者を配置するなど、法務

機能の強化を図っている。 

段階 管理 

Ａ １ 

 

 

 

第 10章 雑則  

 

(見直し手続) 

第 30条 議会は、議会基本条例の理念、目的に沿い、達成状況を定期的に検証し、

必要に応じて条例の改正も含め、適切な措置を講じます。  

 

取組状況・課題 
平成 28年度に合併及び地域政策調査特別委員会にて

達成状況の検証を実施した。 

段階 管理 

Ａ １ 
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６ まとめ 

 

評価の段階 項目数 

Ａ：達 成  ２８ 

Ｂ：一部達成 １５ 

Ｃ：未 達 成 ４ 

－：対 象 外 ６ 

 

評価の管理 項目数 

１：条文に従い、これまでどおり取り組んでいく。 ４０ 

２：達成に向けて今後の取組を検討する。 １１ 

３：条文の改正を検討する。 ２ 

４：その他 ０ 

 

※検証により、評価の管理「３：条例改正を検討する」となった 2 項目につい

ては、合併及び地域政策調査特別委員会にて条例改正に向けて協議を行い、「桐

生市議会基本条例の一部を改正する条例案」及び「桐生市議会政務活動費の交

付に関する条例の一部を改正する条例案」を作成し、委員会提出議案として平

成 29年第 1回定例会に提出した結果、それぞれ議員全員の賛成をもって原案可

決に至った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


